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Marks and numbers の入力文字数の拡張について 

 

２０１５年４月２２日 

日本商工会議所 国際部 

 

日タイ経済連携協定に基づく第一種特定原産地証明書の第４欄に記載するMarks and 

numbersについて、これまで日本商工会議所の特定原産地証明書発給システムにおける

Marks and numbers入力欄の文字数が最大半角300文字となっていたことにより、第一種特

定原産地証明書に正確なMarks and numbersが印字されず、その結果、タイ税関において有

効なものと認められない事案が生じていました。 

今般、この問題を解決するために、最大半角800文字まで入力できるよう特定原産地証明

書発給システムの改変を行いました。したがって、4月27日（月）8:00AM以降に行われる発

給申請から、Marks and numbersについては最大半角800文字まで入力可能になります。 

 

記 

 

１．変更内容 

 日タイ協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給申請時、特定原産地証明書発給シス

テムにおける「Marks and numbers」入力欄の文字数を最大半角300文字から最大半角800文

字に変更。また、これに伴い全てのMarks and numbersが印字されるよう証明書レイアウト

を変更（下図）。 

 

 

２．適用開始日 

 2015年4月27日8:00AM以降に行われる発給申請から適用開始 

 

以上 


